
みなさんと共に快適なマンションを目指します。

組合2020年度は１１月まで
保守点検、館内清掃、修繕工事などの事業計画は終了
管理組合は１１月の今月までが２０２０年度になりま

す。１２月から２０２１年度(新年度)になりますので、今月

で予定されていたすべての事業が完了します。事業は

建築設備検査などの保守点検業務、管内環境保持の清

掃業務、管理費等による支払事務などの料金精算業

務、建物設備等の修繕工事、管理組合の法定開催など

の組合運営業務などと多くの事業を計画的に実施して

います(２面に詳細)。

２０２１年度事業は１２月から

新しい年度では同様の業務を総会に諮り承認を得

て後、執行します。マンション環境を維持管理して

いくための事業を途切れることなく進める責任は、

管理組合にあります。これも入居者･区分所有者みな

さんのご協力があってこそ、スムーズに進めること

が出来ます。

１年間の組合会計規模は、一般会計の管理費等収

入が約６５０万円、修繕積立金会計は約３７０万円、

総額で約１０００万円規模になります。みなさんか

らの管理費等の預かり金で、当マンションの安心安

全を図る建物等の維持管理を行っています。この収

入の使い方は、２０２１年度総会(１月開催)におい

てみなさんに提案し、承認をいただいたものです。

では、２０２０年度はどのように使われたか各業

務の詳細をお知らせします(２面をご覧ください)。

なお、２０２１年度の事業等計画は、来年１月末

の総会に提案します。案内は開催日の１０日前に行

い、事業方針などの議案書を同時に配付いたします。

マンションで隣人・上階下階に騒音が伝わる仕組み
騒音問題 お互い注意して快適なマンション生活を
マンションに住むうえで“騒音”は最も身近なト

ラブルのひとつです。当マンションもいま騒音で困

っている方がいますので人ごとでありません。管理

組合理事会においてよく騒音に関しての議論があり

ます。多くは、近隣からの音で寝付けないなど住環

境全般での騒音で困っていることです。

マンション生活を快適におくるのに静かな生活を

求める人は当然のことで、少しの音でも我慢ができ

ない人もいます。現代では誰もが騒音トラブルの被
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「ごみ」は、分別区分ごとに分けて指定日に出しましょう。

【騒音問題特集】



害者にも加害者にもなる時代といえるでしょう。

構造上､騒音になりやすい

騒音の伝わり方はその種類によって違うといわれ

ています。音には「空気伝播音」と「固体伝播音」

があります。空気伝播音は話し声やテレビの音など

が代表的で、空気を伝わって聞こえてくるもの。固

体伝播音は椅子を引く音や子どもが走る音など、床

や外壁を振動させて、音として伝わってくるもので

す。当マンションの音の伝わり方は、その二つの伝

播音です。床が直コンクリートのため、もの一つ落

としても下の階に音が伝わります。

騒音はお互いの注意から

騒音を避けるために、ある程度の壁厚、床厚が必

要ですが、いまそれを改善することはマンション全

体の問題となります。建物のつくりと騒音の関係は、

この時点で一筋縄でありませんので、あとはお互い

気を付けること以外にありません。音は響きますの

で、当マンションは特にその傾向が強いようです。

理事会､全戸にお願い文書

理事会は、この騒音問題で困っている人の声を聞

き、このたび「『上下階など近隣騒音の理事会対応に

ついて」(右側に掲載)と題した文書を各ご家庭に理

事会役員一同名で配付しました。そこでは「身に覚

えのある方はご注意お願いします。」と協力を求め、

なおも改まらない場合は、「発生音の最中に昼夜問わ

ず直接訪問してお話しさせていただきます」と、理

事会としての対応を決めたところです。

騒音はトラブルになるとこじれますので、そうな

らないうちにぜひとも改善をお願いいたします。理

事会役員一同としてのご協力とお願いです。

【１面の関連】

２０２０年度実行した各業務の詳

細は次の通りです。

大切なマンションの資産価値の

維持のため、マンション管理業務

では、常に建物を見守っています。

それが各種点検になります。

しっかりした保守点検や日ごろ

の外観目視点検などは、理事会が

定めたの年間事業計画により、執

りおこなっています。

これらは、みなさまのご協力に

よって達成されるものです。引き

続きよろしくお願いいたします。

… … … … …

■保守点検業務／建物設備定期検

査(年１回)、雑排水管清掃(年１

回)、増圧直結ポンプ漏洩点検(年

１回)、地下タンク漏洩検査(年１

回)、消防用設備機器点検(年２

回)、消防用設備総合点検(年１

回)、エレベーター設備停止点検

(年４回)、諸排雪(冬期間随時)

■緊急対応業務／緊急対応(２４

時間)

■清掃業務／床面清掃(年６回)、

共用部分のガラス清掃(年１回)、

日常清掃(週３回)

■料金精算業務／精算事務業務

(月１回)

■組合運営業務／理事会開催支援

(月１回)、定

期総会開催

支 援 ( 年 １

回)、消防訓

練(年１回)、

■その他工

事等／エレ

ベーター耐震化工事、玄関ドア取

っ手交換工事、消防設備配線調査

･補修工事、感知器･誘導灯取替工

事、エレベーター非常用バッテリ

ー交換工事、管理

室出入り口カウン

ター撤去、エント

ランス床面つまず

き解消修繕など。


